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平成２０年医療施設静態調査の主な改正点（案） 

 

 

 
１．改正の趣旨 

 
 医療行政に関連する施策の推進・企画立案の基礎資料として、救急医療体制の状況、医療

施設の情報化について引き続き調査を行うほか、医療施設に関連する制度の新設・変更に対

応した調査項目の追加・変更を行うとともに、状況が把握された調査項目について記入者負

担を考慮し、見直しを行う。 
 
２．主な改正点 

（ １ ）施策立案の基礎資料とするための追加・変更項目 

（ a ）救急医療体制についての追加 

・夜間救急対応の可否を追加                  〔一般診療所票 (13)、歯科診療所票 (10)〕 

・精神科の救急医療体制の有無を追加                〔病院票 (17)、一般診療所票 (13)〕 

・特殊診療設備の各種集中治療室の項目を追加                          〔病院票 (28)〕 

 

（ b ）医療施設の情報化についての追加・変更 

・オーダリングシステムについて、項目を変更                      〔病院票 (23)〕 

・医用画像管理システムの導入状況を追加                       〔病院票 (23)〕 

 

（ c ）医療制度改革大綱による推進事項等の実施状況把握のための変更 

「Ⅱ 安心・信頼の医療の確保と予防の重視」 関連 

【医師不足問題への対応】 

・診療科目の医師数、臨床研修医の数を追加                  〔病院票 (8) (12)〕 

・分娩に携わっている医師数を追加             〔病院票 (30）、一般診療所票 (26)〕 

・院内保育施設の状況と子育て支援の制度を追加                      〔病院票 (22)〕 

 

【地域医療の連携体制の構築】 

・退院調整支援担当者の有無を追加            〔病院票 (13)、一般診療所票 (18)〕 

・在宅療養支援診療所届出の有無を追加                  〔一般診療所票 (24)〕 

 

【遠隔医療の推進等】 

・遠隔医療システムの導入状況に、受信／送信別の施設数等を追加 

〔病院票 (25)、一般診療所票 (21)〕 

 

【信頼できる医療の確保】 

・医療安全体制についての項目を変更                        〔病院票 (26)〕 

・医療安全体制の項目を追加            〔一般診療所票 (22)、歯科診療所票 (15)〕 

 

【生活習慣病予防のための取組体制】 

・健診・保健指導の項目を追加                〔病院票 (16)、一般診療所票 (12)〕 

 

【がん予防の推進】 

・禁煙外来等の状況を追加                  〔病院票 (21)、一般診療所票 (17)〕 

・手術等の項目について、悪性腫瘍手術部位を追加   〔病院票 (30)、一般診療所票 (26)〕 
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・放射線治療の実施状況を追加                〔病院票 (31)、一般診療所票 (27)〕 

・緩和ケアの状況を追加                                           〔病院票 (32)〕 

・医療用麻薬の処方の有無を追加                  〔病院票 (34)、一般診療所票 (28)〕 

 

「Ⅲ 医療費適正化の総合的な推進」 関連 

・療養病床数について、介護療養病床を追加          〔病院票 (5)、一般診療所票 (5)〕 

・病院票の療養病床に関連する病床について、病棟等の種類別の項目を追加 

〔病院票 (5)〕 

 

（ d ）その他の変更 

・表示診療時間について           〔病院票 (18)、一般診療所票 (14)、歯科診療所票 (11)〕 

施設の診療時間の状況を把握するため調査項目を追加 

・委託の状況について             〔病院票 (19)、一般診療所票 (15)、歯科診療所票 (12)〕 

委託の院内／院外委託の別を追加 

・在宅医療サービスについて                   〔病院票 (27)、一般診療所票 (24)〕 

在宅医療全般の状況が把握できるよう項目を変更 

・検査の実施状況について                    〔病院票 (29)、一般診療所票 (25)〕 

検査機器の性能別の項目に変更 

・各票の歯科設備について       〔病院票 (33)、一般診療所票 (23)、歯科診療所票 (16)〕 

主要歯科設備の項目に合わせて変更 

 

（ ２ ）制度改正による変更 

・開設者の区分に「地方独立行政法人」を追加 

〔病院票 (4)、一般診療所票 (4)、歯科診療所票 (4)〕 

・病床区分に「一般病床」を追加                                    〔一般診療所票 (5)〕 

・承認等の状況について、「特定承認保険医療機関」「特殊疾患入院施設又 

は特殊疾患療養病棟」を削除                                          〔病院票 (11)〕 

・受動喫煙防止対策の実施状況について、「敷地内全面禁煙」を追加 

〔病院票 (20)、一般診療所票 (16)、歯科診療所票 (13)〕 

 

（ ３ ）調査項目の整理 

 記入者負担の観点から、今回の調査票案から削除した項目 

・施設の面積等                                〔病院票 H17(6)、一般診療所票 H17(5)〕 

・併設施設の状況                              〔病院票 H17(9)、一般診療所票 H17(7)〕 

・各種委員会の設置状況                                           〔病院票 H17(13)〕 

・予約診療の状況                                           〔一般診療所票 H17(12)〕 

・委託の状況について、委託している施設の割合が高い項目 

〔病院票 (19)、歯科診療所票 (12)〕 

・診療情報管理の状況のうち、ＩＣＤコードの利用状況                        〔病院票 (23)〕 

・夕食の状況（複数メニュー選択の有無）                              〔病院票 H17(21)〕 

・ホームページの開設    〔病院票 H17(26)、一般診療所票 H17(22)、歯科診療所票 H17(21)〕 

・特殊診療設備のうち、理学療法室、作業療法室等                         〔病院票 (28)〕 

・手術等の実施状況の項目（一部）                     〔病院票 (30)、一般診療所票 (26)〕 

・看護の実施状況                                                 〔病院票 H17(28)〕 

・看護職員の勤務体制のうち、看護業務補助者分                          〔病院票 (36)〕 


